
東
京
都
市
計
画
地
区
計
画
 

世
田
谷
西
部
地
域
大
蔵
･岡

本
･鎌

田
･瀬

田
地
区
地
区
計
画

 
 
 計

画
図
１

 
〔
世
田
谷
区
決
定
〕

 

「
こ
の
地
図
は
、
東
京
都
知
事
の
承
認
を
受
け
て
、
東
京
都
縮
尺

2
,5
00

分
の

1
地
形
図
を
利
用
し
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
無
断
複
製
を
禁
ず
る
。（

承
認
番
号
）
２
都
市
基
交
著
第
１
８
号
）」

 
「
（
承
認
番
号
）
２
都
市
基
街
都
第
２
５
号
、
令
和
２
年
６
月
４
日
」
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世
田
谷
西
部
地
域
大
蔵
・
岡
本
・
鎌
田
・
瀬
田
地
区
 
地
区
街
づ
く

り
計
画
（
素
案
）
 

名
 
 
 

称
 

世
田
谷
西
部
地
域
大
蔵
・
岡
本
・
鎌
田
・
瀬
田
地
区
 
地
区
街
づ
く
り
計
画
 

位
 
 
 

置
 
※
 

世
田
谷
区
大
蔵
六
丁
目
、
岡
本
一
丁
目
、
岡
本
二
丁
目
、
岡
本
三
丁
目
、
鎌
田
三
丁
目
、
鎌
田
四
丁
目
、
瀬
田
四
丁
目
及
び
瀬
田
五
丁
目
各
地
内
 

面
 
 
 

積
 
※
 

約
１
０
６

.３
ｈ
ａ
 

地
区
計
画
の
目
標
 

当
該
区
域

は
、
世
田
谷
区
西
部
に
位
置
し
、
農
地
等
の
散
在
す
る
緑
豊
か

な
郊
外
住
宅
地
で
あ
る
。
区
域
の
状
況
は
、
道
路
、
公
園
等
の
基
盤

施
設
が
未
整
備
な
ま
ま
市
街
化
が
進
行
し
、
防
災
上
問
題
の
あ
る
住
宅
地
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
 

当
地
区
内

の
都
市
計
画
道
路
、
公
園
・
緑
地
等
の
整
備
推
進
に
あ
た
っ
て
は
、
道
路
及
び
公
園
緑
地
整
備
方
針
に
従
い
、
土
地
区
画
整
理
事
業

を
含
め
た
面
整
備
事
業
等
に
合
わ
せ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
 

本
計
画
は

、
地
区
に
お
け
る
土
地
区
画
整
理
事
業
等
の
面
整
備
事
業
の
導

入
を
推
進
し
、
市
街
地
の
総
合
的
な
整
備
を
目
指
す
。
農
地
等
低
・

未
利
用

地
の

市
街
化
に

際
し
て
は
、

積
極
的
に
面
整

備
事
業
の
誘

導
を
行
う

こ
と

に
よ
り
適
切

な
基
盤
施
設
を

整
備
し
、
良

好
な
住
宅
地
の

形

成
を
図
る
。
 

ま
た
、
面
整
備
事
業
導
入
ま
で
の
経
過
的
段
階
に
お
い
て
は
、
最
低
限

必
要
な
区
画
道
路
の
整
備
を
、
本
計
画
に
お
け
る
規
制
・
誘
導
に
よ
り

推
進
す

る
な

ど
し
て
、

幹
線
道
路
か

ら
著
し
く
離
れ

て
い
る
地
区

等
の
事
業

可
能

性
の
増
進
に

寄
与
す
る
と
と

も
に
、
面
整

備
事
業
や
都
市

計

画
道
路
事
業
に
着
手
し
た
地
区
に
つ
い
て
も
、
周
辺
ア
ク
セ
ス
道
路
の
充
実
や
土
地
利
用
制
限
の
段
階
的
解
除
な
ど
に
よ
っ
て
支
援
す
る
。
 

以
上

の
よ

う
な
段
階

的
整
備
を
推

進
す
る
こ
と
に

よ
り
、
地
区

全
体
に
お

け
る

住
宅
市
街
地

と
し
て
の
都
市

機
能
の
向
上

を
図
る
こ
と
を

目

標
と
す
る
。
 

土
地
利
用
の
方
針
 
 

都
心
周
辺

の
住
宅
地
と
し
て
、
緑
豊
か
な
環
境
を
生
み
出
す
と
と
も
に
農
地
等
の
自
然
的
環
境
を
保
護
・
育
成
す
る
。
農
地
と
住
宅
地
が
共
存

す
る
農
園
住
区
と
し
て
宅
地
系
土
地
利
用
と
農
・
緑
地
系
土
地
利
用
と
の
調
和
を
目
指
す
。
 

面
整
備
事

業
に
よ
る
整
備
の
行
わ
れ
て
い
な
い
地
区
（
以
下
「
未
整
備
地

区
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
既
存
の
農
・
緑
地
等
を
活
用
し
た

緑
豊
か
で
潤
い
の
あ
る
低
層
住
宅
地
と
し
て
の
土
地
利
用
を
誘
導
す
る
。
ま
た
、
都
市
計
画
道
路
事
業
に
着
手
し
た
地
区
に
お
い
て
は
、
低
層
住

宅
地
と

の
調

和
を
図
り

、
事
業
効
果

に
応
じ
て
生
活

利
便
施
設
な

ど
が
適
切

に
配

置
さ
れ
る
中

高
層
住
宅
地
と

し
て
、
新
た

な
土
地
利
用
を

誘

導
す
る
。
 

一
方
で
、
面
整
備
事
業
に
よ
る
整
備
済
地
区
（
以
下
「
整
備
済
地
区
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
公
園
・
緑
地
を
中
心
と
し
た
緑
の
拠
点
を

確
保
し
、
事
業
効
果
に
応
じ
た
良
好
な
中
層
又
は
中
高
層
住
宅
地
と
し
て
、
新
た
な
土
地
利
用
を
誘
導
す
る
。
 

地
区
施
設
の
整
備
の
方
針

 
地
区
の
防

災
性
、
利
便
性
及
び
快
適
性
を
確
保
し
、
良
好
な
住
宅
市
街
地
の
形
成
を
図
る
た
め
基
盤
整
備
の
目
標
は
、
区
域
面
積
に
対
し
て
道

路
率
を
１
８
％
以
上
、
公
園
率
を
３
％
以
上
と
す
る
。
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未
整

備
地

区
に
お
い

て
は
、
事
業

導
入
の
た
め
の

道
路
の
確
保

及
び
当
面

の
期

間
に
お
け
る

安
全
性
の
向
上

を
図
る
た
め

、
区
画
道
路
を

適

切
に

配
置

す
る
。
な
お
、
区
画
道
路
の
指
定
に
あ
た
っ
て
は
、
既
存
道
路
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
新
設
道
路
に
つ
い
て
も
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成

等
を
考
慮
の
上
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

建
築
物
等
の
整
備
の
方
針
 

良
好

な
居

住
環
境
の
形
成
を
図
る
た
め
、
未
整
備
地
区
に
お
い
て
は
、
地
区
施
設
整
備
の
進
捗
に
応
じ
て
、
建
蔽
率
の
最
高
限
度
、
容
積
率
の

最
高
限
度
及
び
敷
地
面
積
の
最
低
限
度
を
定
め
る
。
 

整
備

済
地

区
に
お
い

て
は
、
そ
の

整
備
水
準
及
び

地
区
の
特
性

に
見
合
う

土
地

利
用
を
誘
導

す
る
た
め
、
必

要
に
応
じ
て

新
た
な
制
限
を

定

め
る
も
の
と
す
る
。
 

景
観
を
考

慮
し
た
緑
豊
か
で
潤
い
の
あ
る
街
並
み
空
間
の
形
成
の
た
め
、

垣
又
は
さ
く
の
構
造
の
制
限
を
定
め
る
。
 

補
助

２
１

６
号
線
沿

道
地
区
に
お

い
て
は
、
周
辺

の
低
層
住
宅

地
と
の
調

和
を

図
り
な
が
ら

合
理
的
な
土
地

利
用
を
誘
導

す
る
た
め
、
壁

面

の
位
置
の
制
限
、
建
築
物
等
の
高
さ
の
最
高
限
度
を
定
め
る
。
ま
た
、
防
災
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
建
築
物
等
の
不
燃
化
に
努
め
る
。
 

み
ど
り
の
方
針
 

み
ど
り
豊

か
で
住
み
や
す
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に
、
小
広
場
等
の
整
備
を
進
め
る
。
 

そ
の
他
当
該
地
区
の
整
備
、
開
発

及
び
保
全
に
関
す
る
方
針
 

１
 
補

助
２

１
６
号
線

沿
道
地
区
に

お
い
て
店
舗
等

を
設
置
す
る

場
合
は
、

安
全

な
交
通
環
境

を
確
保
す
る
た

め
、
駐
車
施

設
の
設
置
に
努

め

る
。
 

２
 
補

助
２

１
６
号
線

沿
道
地
区
で

は
、
み
ど
り
豊

か
で
潤
い
の

あ
る
街
並

み
空

間
の
形
成
の

た
め
、
積
極
的

な
既
存
樹
木

の
保
全
や
新
た

な

み
ど
り
の

創
出
に
努
め
る
。
 

３
 
補

助
２

１
６
号
線

沿
道
地
区
で

は
、
建
築
物
の

敷
地
内
に
浸

透
地
下
埋

設
管

、
浸
透
ま
す

、
透
水
性
舗
装

、
浸
透
側
溝

又
は
貯
留
施
設

な

ど
、
雨
水

の
河
川
等
へ
の
流
出
を
抑
制
す
る
た
め
の
施
設
の
整
備
を
促
進

し
、
浸
水
被
害
の
防
止
及
び
水
環
境
の
保
全
等
に
努
め
る
。
 

地
区
整
備
計
画
 

地 区 施 設 の 配 置

道
路
 

建
築
基
準
法
（

昭
和
２
５
年
法
律
第
２
０
１
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
４
２
条
第
１
項
第
１
号
に
該
当
す
る
道
路
及
び
こ
の
地
区
計
画
の
告

示
以
降
に
同
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
道
路
を
区
画
道
路
と
す
る
。
な
お
、
当
該
道
路
の
現
況
幅
員
が
６
ｍ
未
満
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
そ
の
計
画

幅
員
を
６
ｍ
と
す
る
。
 

た
だ
し
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
区
域
に
は
、
区
画
道
路
を
配
置

し
な
い
。

 

１
 
次
の
公
告
（
以
下
「
土
地
区
画
整
理
事
業
の
認
可
等
の
公
告
」
と
い
う
。
）
の
あ
っ
た
区
域
 

(
1
)

土
地
区

画
整
理
法
（
昭
和
２
９

年
法
律
第
１
１
９

号
）
第
９

条
第
３
項
の

規
定

に
よ
る
土

地
区
画
整
理
事
業

の
施
行
に

つ
い
て
の
認
可
の
公

告
及
び
同
法
第
１
０
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
の
認
可
の
公
告
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及 び 規 模
 

(
2
)

土
地
区

画
整
理
法
第
２
１
条
第

３
項
の
規
定
に
よ

る
土
地
区

画
整
理
組
合

の
設

立
に
つ
い

て
の
認
可
の
公
告

及
び
同
法

第
３
９
条
第
４
項
の

規
定
に
よ
る
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
の
認
可
の
公
告
 

(
3
)

土
地
区

画
整
理
法
第
５
１
条
の

９
第
３
項
の
規
定

に
よ
る
土

地
区
画
整
理

事
業

の
施
行
に

つ
い
て
の
認
可
の

公
告
及
び

同
法
第
５
１
条
の
１

０
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
の
認
可
の
公
告
 

(
4
)

土
地
区

画
整
理
法
第
５
５
条
第

９
項
及
び
第
６
９

条
第
７
項

の
規
定
に
よ

る
事

業
計
画
の

決
定
の
公
告
並
び

に
同
法
第

５
５
条
第
１
３
項
及

び
第
６
９
条
第
１
０
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
計
画
の
変
更
の
公
告
 

(
5
)

土
地
区

画
整
理
法
第
７
１
条
の

３
第
１
１
項
の
規

定
に
よ
る

施
行
規
程
及

び
事

業
計
画
の

認
可
の
公
告
並
び

に
同
条
第

１
５
項
の
規
定
に
よ

る
施
行
規
程
及
び
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
公
告
 

２
 
道
路
の
築
造
を
伴
う
開
発
行
為
で
都
市
計
画
法
（
昭
和
４
３
年
法
律
第
１
０
０
号
）
第
３
６
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
が
完
了
し
た
旨
の

公
告
（
以
下
「

開
発
許
可
の
工
事
完
了
公
告
」
と
い
う
。）

の
あ
っ
た
区
域
 

建 築 物 等 に 関 す る 事 項
 

地
 

区
 

の
区
分
 

名
 
称
 

住
宅
地
区
 

補
助
２
１
６
号
線
沿
道
地
区
 

面
 
積
 

約
１
０
３

.９
ｈ
ａ

 
約
２

.４
ｈ
ａ
 

建
築
物
の
容
積
率
の
最

高
限
度
 

８
／
１
０
 

た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
敷
地
に
あ
っ
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。
 

１
 

建
築

物
の

敷
地

に
接

す
る

す
べ

て
の

区
画

道
路

の
部
分

及
び

都

市
計
画
施
設
と

し
て
定
め
ら
れ
た
道
路
（
以
下
「
都
市
計
画
道
路
」

と
い
う
。
）
の

部
分
が
、
道
路
と
し
て
整
備
さ
れ
た
当
該
敷
地
の
場

合
 

２
 

土
地

区
画

整
理

事
業

の
認

可
等

の
公

告
の

あ
っ

た
区
域

の
場

合

又
は

道
路

の
築

造
を

伴
う

開
発

行
為

で
開

発
許

可
の

工
事

完
了

公

告
の
あ
っ
た
区

域
の
場
合
 

―
 

建
築
物
の
建
蔽
率
の
最

高
限
度
 

４
／
１
０
 

た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
敷
地
に
あ
っ
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。
 

１
 

建
築

物
の

敷
地

に
接

す
る

す
べ

て
の

区
画

道
路

の
部
分

及
び

都

市
計

画
道

路
の

部
分

が
、

道
路

と
し

て
整

備
さ

れ
た

当
該

敷
地

の

４
／
１
０
 

た
だ
し
、
東
京
都
風

致
地
区
条
例
（
昭
和
４
５
年
東
京
都
条

例
第
３
６
号
。

以
下
「
風
致
地
区
条
例
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
許
可
（
風
致
地
区
条
例
第

３
条
第
１
項
に
基
づ
く
建
築
物
の
建
築
に
係
る
許
可
（
風
致
地
区
条
例
第
５

条
第
１
項
第
５
号
た
だ
し
書
き
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
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場
合
 

２
 

土
地

区
画

整
理

事
業

の
認

可
等

の
公

告
の

あ
っ

た
区
域

の
場

合

又
は

道
路

の
築

造
を

伴
う

開
発

行
為

で
開

発
許

可
の

工
事

完
了

公

告
の
あ
っ
た
区

域
の
場
合
 

い
、
風
致
地
区
条
例
第
３
条
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
く
協
議
を
含
む
。
以
下

「
許
可
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

建
築
物
の
敷
地
面
積
の

最
低
限
度
 

１
０
０
㎡
 

た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
敷
地
に
あ
っ
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。
 

１
 

建
築

物
の

敷
地

に
接

す
る

す
べ

て
の

区
画

道
路

の
部
分

及
び

都

市
計

画
道

路
の

部
分

が
、

道
路

と
し

て
整

備
さ

れ
た

当
該

敷
地

の

場
合
 

２
 

土
地

区
画

整
理

事
業

の
認

可
等

の
公

告
の

あ
っ

た
区
域

の
場

合

又
は

道
路

の
築

造
を

伴
う

開
発

行
為

で
開

発
許

可
の

工
事

完
了

公

告
の
あ
っ
た
区

域
の
場
合
 

１
０
０
㎡
 

壁
面
の
位
置
の
制
限
 

―
 

建
築
物
の
外
壁
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
柱
の
面
（
以
下
「
壁
面
」
と
い
う
。
）

ま
で
の
距
離
は
、
道
路
境
界
線
か
ら
２
ｍ
以
上
、
そ
の
他
の
境
界
線
か
ら
１
.

５
ｍ
以
上
と
す
る
 

た
だ
し

、
風
致
地
区
条
例
に
基
づ
く
許
可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。
 

建
築
物
等
の
高
さ
の
最

高
限
度
 

―
 

１
５
ｍ
 

建
築
物
等
の
形
態
又
は

色
彩
そ
の
他
の
意
匠
の

制
限
 

建
築

物
等

の
形

態
及

び
意

匠
は

、
周

囲
と

調
和

の
取

れ
た

も
の

と

す
る
。
 

１
 
建
築
物
等
の
形
態
及

び
意
匠
は
、
周
囲
と
調
和
の
取
れ
た
も
の
と
す
る
。 

２
 
屋
外
広
告
物
等
を
設
置
す
る
場
合
は
、
美
観
・
風
致
を
損
な
わ
な
い
も

の
と
す
る
。
 

垣
又
は
さ
く
の
構
造
の

制
限
 

法
第

４
２

条
第

１
項

第
１

号
又

は
第

２
号

に
該

当
す

る
道

路
に

面

し
て

垣
又

は
さ

く
を

設
け

る
場

合
は

、
生

垣
又

は
フ

ェ
ン
ス

等
に

沿

っ
て

緑
化

し
た

も
の
な
ど
と
す
る
。
た
だ
し
、
高
さ
が
６
０
c
m
以
下
の

道
路
に

面
し
て
垣
又
は
さ
く
を
設
け
る
場
合
は
、
生
垣
又
は
フ
ェ
ン
ス
等

に
沿
っ
て
緑
化
し
た
も
の
な
ど
と
す
る
。
た
だ
し
、
高
さ
が
６
０
c
m以

下
の

部
分
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
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部
分
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

建
築
物
の
構
造
に
関
す

る
防
火
上
必
要
な
制
限
 

―
 

建
築
物
は
、
耐
火
建
築
物
等
又
は
準
耐
火
建
築
物
等
と
す
る
よ
う
努
め
る
。 

そ の 他 の 整 備 事 項
 

小
広
場
等
の
整
備
 

―
 

都
市
計

画
道
路
事
業
に
お
け
る
残
地
等
を
活
用
し
、
み
ど
り
と
憩
い
の
ス

ペ
ー
ス
を
有
す
る
利
用
し
や
す
い
小
広
場
等
の
整
備
に
努
め
る
。
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